
全
国
知
事
会
規
約
の
一
部
を
改
正
す
る
規
約

全
国
知
事
会
規
約
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
一
日
施
行
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
と
お
り
改
め
る
と
と
も
に
、
同
条
第
二
項
と
し
て
次
の
と
お
り
加
え
る
。

第
二
十
六
条

常
任
委
員
会
の
委
員
長
は
、
全
国
知
事
会
会
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、
委
員
会
で
選
任
す
る
。

２

委
員
会
に
副
委
員
長
を
置
く
。
副
委
員
長
は
委
員
長
が
指
名
す
る
者
が
務
め
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
前
段
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

２

特
別
委
員
会
の
設
置
期
間
は
原
則
二
年
と
し
、
委
員
長
の
任
期
も
同
じ
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
約
の
第
二
十
九
条
第
二
項
前
段
の
施
行
に
関
し
、
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
特
別
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
各
特
別
委
員
会
毎
の
現
行
の
設
置
日
か
ら

適
用
す
る
。

（
改
正
事
由
）

各
委
員
会
の
行
動
力
を
高
め
、
本
会
の
戦
略
的
・
政
策
的
な
対
応
力
を
強
化
す
る
た
め
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

（
参

考
）

第
三
十
条

特
別
委
員
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

参考資料



地
方
分
権
推
進
特
別
委
員
会
設
置
要
綱

１

設
置
目
的

全
国
知
事
会
に
地
方
分
権
推
進
特
別
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
、
地
方
分
権
の
推
進
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
き

協
議
し
、
適
切
な
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

２

組
織

（
１
）
委
員
会
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
会
に
参
加
を
表
明
し
た
知
事
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

（
２
）
委
員
は
、
全
国
知
事
会
会
長
（
以
下
「
会
長
」
と
い
う
。
）
が
委
嘱
す
る
。

（
３
）
委
員
長
は
、
会
長
の
推
薦
に
基
づ
き
、
委
員
会
で
選
任
す
る
。

（
４
）
委
員
長
は
、
会
議
を
主
宰
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

（
５
）
委
員
会
に
副
委
員
長
を
置
く
。
副
委
員
長
は
委
員
長
の
指
名
す
る
者
が
務
め
る
。

（
６
）
委
員
以
外
の
知
事
は
、
委
員
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）
委
員
会
に
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
８
）
委
員
会
に
幹
事
を
置
く
。
幹
事
は
委
員
都
道
府
県
の
関
係
部
長
を
も
っ
て
こ
れ
に
あ
て
る
。

３

事
務

委
員
会
の
事
務
は
、
全
国
知
事
会
事
務
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

４

そ
の
他

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
運
営
に
必
要
な
事
項
は
、
委
員
長
が
別
に
定
め
る
。

５

施
行

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
七
年
六
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

６

附
則

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。


